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１ 道の駅とは

道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域住民のための「情報発信機能」、活力ある
地域づくりのための「地域連携機能」を併せ持つ施設であり、国土交通省が登録・認定するもの

トイレ 地域振興施設

駐車場

情報提供施設

休憩施設

出典）国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/outline.html

休憩施設
（駐車場、トイレ、情報提供施設、
休憩施設）

※道路管理者又は市町村等で整備

地域振興施設
(文化教養施設、観光レクリエー
ション施設など)

※市町村等が整備

「道の駅」は全国で１,２３０駅が登録され、 単なる休憩施設にとどまらず、
地域振興や観光振興といった地域活性化の拠点のほか、防災拠点としても期待をされている。
一方で、安定した運営の維持が困難となり登録を抹消する事例や、夜間の騒音や危険走行、
ゴミの散乱などの迷惑行為への対策が求められる事例、駐車場が一杯となり入庫待ちの車による
渋滞の発生などの課題が生じている事例もある。 1



１ 道の駅とは

⚫ 無料で24時間利用できる

① 十分な容量を持った駐車場

② 清潔なトイレ（原則、洋式）

③ 子育て応援施設（ベビーコーナー等）があること。

⚫ 道路及び地域に関する情報を提供する施設があること。

⚫ 文化教養施設、観光レクリエーション施設などの地域振興施設があること。

⚫ 施設及び施設間を結ぶ主要経路のバリアフリー化がされていること。

(参考)神奈川県内の「道の駅」

「道の駅」の主な要件
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２ 本事業の目的（道の駅の必要性、事業実施により見込まれる効果）

人口減少や少子高齢化による影響は、中山間地域において特に顕著であり、

地域経済や地域コミュニティの維持が課題となっている。

休憩・情報発信・地域連携の機能を併せ持つ「道の駅」を設置することは、

交流人口や関係人口の創出、地域活力を生み出す地方創生の拠点となるものであり、

本市の中山間地域における課題の解決を図る上でも、有効な手段であると考えられる。

3

〇地域全体の活性化

〇関係・交流人口の増加

中山間地域に「道の駅」を設置

⚫ 道路利用者の安全・安心を確
保できる。

⚫ 標識の設置、他の道の駅との
連携が可能

⚫ ＩＣに近接の場合には、
ETC2.0の活用により、高速道
路からの一時退出による立ち
寄りが期待される。

「道の駅」を核とした魅力発信・交流促進

⚫ 地場産品や地域資源の活用

→雇用創出、地域コミュニティの活性化

⚫ 「道の駅」を核とした既存施設との連携

→中山間地域における観光周遊性の向上

⚫ 魅力的なコンテンツの掘り起こし・磨き上げ

→観光入込客数の増加



→現在、３か所をベースにした

基本的な考え方（方針）を

整理している。
※ 前面道路交通量、商圏分析、関係者ヒアリングなどから抽出

３ 現在の検討状況

令和６年度に「道の駅」の設置可能性が

見込まれると整理した５か所について、

前面道路の交通量や立地環境、敷地面積等の

観点から検討

「金原地区」、「鳥居原ふれあいの館」、

「津久井湖観光センター」

の３か所を上位の候補地として評価

◆令和７年度の取組

4



３ 現在の検討状況

◆令和８年度の取組

Ｒ６ 設置可能性調査 実施

Ｒ７ 候補地のうち上位３か所を評価
３か所をベースにした
基本的な考え方（方針）を整理

Ｒ８～９ 基本計画等の策定ほか

Ｒ１０～
工事、管理運営手法の検討・決定、
登録手続き等
※新築or改築で工期は１～３年
   程度幅有

「道の駅」オープン

令和８年度の取組
●多様な主体との対話の実施
●候補地検討・決定
●基本計画（案）の作成に向けた取組

想定スケジュール

⚫ 道の駅の候補地や整備スケジュールの詳細は未定
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項目 内容

①事業内容に関する
ご提案

持続可能な取組とするためのアイデア、課題、
参考となる先行事例等

②整備・運営手法 事業実施に伴い想定される施設の整備・運営手法

③事業化の課題・条件、
行政に期待する事項

その他、事業化に向けた課題や条件、
行政に期待する事項

本市における検討状況を踏まえ、主に次の項目について、対話をお願いします。
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本日の対話内容
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